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生涯学習の 教育･文化･スポーツの
ホットな情報をお届けします。

■「生涯学習の窓」の記事に関するお問い合わせは、

教育委員会社会教育担当 電話５６-２１８３ へお願いします。

占冠村公民館では住民の皆さん自らが企画･実行する「自主創造プログラム」を募集しています。

事業の詳細については、お気軽に占冠村公民館事務局（緯５６‐２１８３）までお問い合わせください。

自主創造プログラム募集中！

尾関昌敏さんは、占冠村スポーツ推進委員として３０年

にわたり地域スポーツの普及、振興発展に尽力され、こ

の度『３０年勤続スポーツ推進委員』として表彰されまし

た。

尾関さんは、「これからも村の生涯スポーツ振興に貢献

していきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお

願いいたします。」と決意の言葉を述べていました。

これからもよろしくお願いします。

■平成２４年度 ３０年勤続スポーツ推進委員表彰受賞■

国設占冠中央スキー場において毎年恒例の村民スキー大会を開催します。

皆さん、ぜひご参加ください。お待ちしています!!

◆日 時 ３月３日（日）８時４０分～１３時３０分（予定）

※受付時間 ８時００分～８時３０分

◆会 場 国設占冠中央スキー場

◆対象者 占冠村に居住している方

◆競 技 大回転競技（タイムレース・指定タイム）

※指定タイムは、幼児・小中学生のみの競技です。

◆ご注意 煙幼児・小学校低学年のお子様は保護者同伴でご参加ください。

煙参加者はできるだけヘルメットをご着用ください。

■村民スキー大会を開催します!!■

後日、確定した内容を行政区回覧などでお知ら

せいたしますので、ご確認ください。
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飲酒運転撲滅！！

占冠村では、国道・道道の路肩から概ね２０ｍ以内にある老朽建築物

の除去を行う方に対し経費の一部を補助する「占冠村廃屋除去事業補

助規則」を制定しています。

主な要件等は以下の通りです。

制度の利用をご希望の方は、役場企画商工課企画担当（５６-２１２４）ま

でお気軽にお問い合せ下さい。

◆補助の対象となる建築物及び経費◆

以下の条件すべてを満たすもの

関係法令に基づき処理された、自家労働を含めない解体・除去費用

過去１０年程度利用されておらず、かつ老朽化が著しく、沿道から見て景観を損ねると判断されるも

の

国道、道道の路肩からおおむね２０ｍ以内にある建築物

他の制度により補助金、補償金等を受け取らないもの

◆補助金の上限◆

３００,０００円とし、解体・除去費用から個人負担５０,０００円を減じた額を予算の範囲内で補助

◆申請に必要な書類◆

補助金交付申請書

位置図、平面図等、対象建築物の確認できる図面

除去工事等の見積書または請求書

その他村長が必要と認める書類

※原則事前申請ですが、村長が特に認めるときは、除去工事等の終了後に補助金交付申請を行うことが

できます。

■企画商工課企画担当 電話５６-２１２４
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